
令和３年４月１４日 

保護者様 

岸和田市立八木南小学校・幼稚園 

校園長   谷 早苗 

 

令和２年度の教育実習生による虚偽事案について 

 

陽春の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は本校の教育活動に多大なるご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

さて、昨年度発生しました教育実習生による虚偽事案につきまして、下記の通り、岸和田市教

育委員会より終結に至ったとの報告がありました。また、大学からの謝罪文も届きましたので報告

させていただきます。 

 

 

 

教育委員会からの報告 

令和 3年 3月 30日 

岸和田市立八木南小学校・幼稚園 

校園長 谷 早苗 様 

岸和田市教育委員会 

教育長 大下 達哉 

八木南小学校での虚偽事案について 

 

 平素は、学校園の運営にご尽力いただきありがとうございます。 

 さて、令和２年９月７日（月）に発生しました教育実習生による虚偽事案について、

下記のとおりの対応を行い、本事案について終結することとしましたのでお知らせし

ます。 

記 

１．対 応 

①９月 14日（月） 岸和田警察署に被害届等の相談 

②９月 23日（水） 当該大学と対応、今後について協議 

③10月 30日（金） 当該大学から「指導に関する中間報告書」受領 

④12月 25日（金） 当該実習生に給食物資損害額（９月８日（火）分）を請求 

⑤令和３年１月４日（月） 当該実習生及びその父が来校し、損害額受領 

⑥３月 17日（水） 当該大学から「指導に関する最終報告書」及び当該実習生の「謝

罪文」 受領 

 



２．結 論 

教育委員会としては、未だ幼児や児童、保護者、学校関係者の不安や不信が払し

ょくされたとは言えないものの、以下の点から、当該学生の将来にも鑑み、被害届

の提出を行わず、本件を終結することとしました。 

 

・ 岸和田警察署には事案を通告済みであること 

・ 当該学生から学校が被った給食に関する損害に対して賠償が行われたこと 

・ 当該大学から、事案発生の主な原因が、相談・指導体制が機能しなかったこと

にあること、再発防止に向けた教職員研修を実施されたこと、情報の一元化や教

育課程の見直しによる実習指導・管理の強化が図られたこと 

・ 当該学生に対して、戒告の懲戒処分が科されたこと 

・ 反省文から、当該学生が、自らの言動を振り返り、その及ぼした直接・間接の

影響について理解し、真摯に反省していると認められること 

 

大学からの謝罪文 

令和３年３月 31日 

岸和田市立八木南小学校・幼稚園 

各保護者 様 

 

教育実習中の本学学生による虚偽事案について 

  

本学学生の不適切な言動が、児童をはじめ、保護者やそのご家族、小学校や幼稚園

の教職員の皆様など多くの方に、多大なご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ありま

せん。 

この事案は、学生個人の責任によるところもありますが、学生指導が十分にできずこの

ような事態を招いた本学の責任でもございます。校長先生からも、指導していただいた先

生方をはじめ、児童や保護者の方々のことをお聞きし、改めて事態の重大さを受け止めて

いるところでございます。心からお詫びいたします。 

 本来ならば、当該学生や私が、児童や皆様の前でお詫びをするべきではございます

が、コロナ禍の状況でございますので、書面をもってお詫びさせていただきます。 

当該学生は、事案発生後に、精神的身体的に通学が難しくなり、学生部担当教員を

中心に、家庭訪問や電話等による指導、連絡を続けています。当該学生の本心からの

思いや言葉を引き出すのに時間を要しました。 

当該学生に対する懲戒として戒告処分を行ったところであり、今後、専任教員の指

導の下、一定期間の奉仕活動を課し、学生の本分を自覚させるようにいたします。 

 本学といたしましても、当該学生の指導だけでなく、これから実習に参加する学生

に対する指導の内容や方法を見直し、今後、このような事案を二度と起こさないよう

取り組んでまいります。 

ご迷惑をおかけした皆様に、重ねてお詫び申し上げます。本当に申し訳ございません

でした。 



 


